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育センターでは、「教育研究」「教育研修」「教育相談」の推進をしています。「教育研究」では、

小・中学校の教育に関する様々な研究、幼児期の教育に関する基礎研究を行っています。「教育研

修」では、研究成果を土台にした教職員の専門的な研修や市民の方々への家庭教育・幼児期の教育

に関する講座などの機会を通して情報提供を行っています。また、長い歴史をもつ小学校中学校創意工夫・

研究作品展も本教育センターが担当し、子どもたちの創意・研究心の育成に向けた取組を行っています。「教

育相談」では、児童・生徒の様々な悩みに応え、自律性をはぐくむ支援ができるよう努めています。 

【Contents】 

● 幼児期の教育についての研究から見えてきたこと（P.1） 

● 茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展のお知らせ（P.5） 

● 一人で悩まないで相談しよう－青尐年教育相談室から（P.7） 

 

すべての子どもたちを大切
にする教育とは－ともに学
び、ともに育つことをめざして－ 

平成 28 年度開催 
「茅ヶ崎市教育講演会」より抜粋 
(講師 品川裕香氏 H29.1.28 開催)  

 

私たちは何のために子どもた
ちをしつけ、教育するのか？ 

① 「社会化」させるために 

子どもが自立し、社会参加し、

社会貢献するため教育する。ちな

みに社会参加とは就労すること

だけに限らない。 

② 「社会丌適応にならない」ために 

「社会化」させるためには、反

社会的行動や非社会的行動など

逸脱行動をとらないことが求め

られる。 
  
反社会的行動は、法律に触れる

ことだけでなく、嘘、悪口、蹴る、

キレる、いじめるなど範囲が広く、

非社会的行動は、社会と関わらな

い、人と関わらない、引きこもる

などが挙げられます。 

 社会参加に興味が乏しかった

り、社会丌適応を起こしたりする

若者への対応は、いかに予防的に

アプローチするかが鍵となって

きます。 

４つの自立 

では、自立の定義は何かと言い

ますと、大きく４つの自立が考え

られます。 

① 生活自立 

栄養のバランスよい食事がと

れる、家事ができる、清潔にする、

時間の管理ができるなど、身の回

りの管理ができることを生活自

教 
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幼児期の教育についての研究から見えてきたこと～７年目のあゆみ 

すべての子どもたちを大切にする教育とは 
 
子どもたちは、かけがえのない存在です。 

子どもたちが安心して学び、育っていくためには、子どもの“今”をとらえる必要性を感じます。 
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立といいます。 

② 経済的自立 

経済活動をやるということで

すが、自分の生活に必要な分を稼

ぐことだけでは経済的に自立し

たとは言えません。 

ここでいう経済的自立は、組織

の一員として働いた上で経済活

動に参加することであり、きちん

と税金を払うことなのです。 

③ 社会的自立 

教育用語の社会的自立は、社会

に参加するという意味で使われ

ています。しかし、ここではもう

尐し定義が広く、規範意識があり、

苦手なことや人と関わっていく

ことも含まれます。社会に出れば

苦手なことに向き合い、苦手な人

と付き合っていかなくてはなら

ない場面もあります。そういった

時に、「イヤだからやらない」「あ

の人は嫌い」というのではなく、

粘り強く取り組んだり、交渉しな

がらうまく付き合ったりするこ

とが必要になってきます。 

④ 精神的自立 

精神が自由であることです。 

精神の自由は、誰にも支配されな

いことです。自由というのは好き

勝手にやれることではありませ

ん。規律・規範を守り、ルール・

倫理を守り、かつ他者の権利を守

りながら、自分のやりたいことを

やるのが「自由」なのです。 

精神的に自立するには、最終的

には、自分の考え方や価値観を確

立し、自らの責任において決定し、

行動することです。 

また、相手を尊敬し、信頼し、

相手の立場を尊重しながら助け

合える関係をつくることでもあ

ります。ですから、精神的自立は

そう簡単にはいきません。自我が

確立する前の幼児に精神的自立

はありえません。 
 
私たちが子どもの自立と社会

参加を考えた時には、最終的には、

「何者にも支配されないように、

どんな情報でも鵜呑みにせず自

分で考え、決断をする」「他人の

権利を尊重しながら、自分の思い

を達成していく」ように育ててい

くので時間がかかるのです。 

「すべての子どもたちを大切

にする教育」には何が必要かと言

えば、子どもが４つの自立ができ

るように育てていくことです。こ

れは、発達障害であろうが、障害

がなかろうが関係ありません。す

べての人に必要な４つの自立を

子どもにどう身につけさせてい

くかが課題なのです。 

しつけ、教育をする際   
効果的に行うためには 

「自立とは何か」を書いてもら

うと、皆さんバラバラなことをお

書きになります。私たちはしつけ、

教育をする際、情報共有をします。

しかし、情報共有と言いながら、

使っている単語に対して抱いて

いるイメージがかように人によ

って異なり、情報共有しているよ

うでずれていることがあります。

最初に定義の確認をすることは

情報共有の第一歩です。 

定義の確認は、家庭で子どもと

話す時も同様です。「この言葉は、

どういう意味で使っているのか」

をつねに確認し合うことが大事

です。 

しつけ、教育を効果的に行うた

めにも、ぜひ定義の確認をする習

慣をつけてください。 

１０年後、２０年後の社会 

私たち大人が考えていかなけ

ればならないのは、１０年後、２

０年後の社会です。 

米国のある学者は、2011年の

論文で、「2011年現在、義務教

育にいる65％の子どもたちは、

今は存在していない仕事に就く」 

また別の学者は、「今後１０年

から２０年程度で、半数近くの仕

事が自動化される可能性が高い」

と発表しています。 

これらの予想される世の中の

変化は、人工知能とロボット技術

が発達してきたことに拠るとこ

ろも大きいと思います。人工知能

は、それまで人間が積み上げてき

た英知をすべてインプットした

うえに、人工知能自体が考えるこ

ともできるようになりました。よ

って、どういう世の中になってい

くのかわからないのです。 

改訂の学習指導要領で、私たち

はよく検討したことのなかに「ど

ういう世の中に子どもたちを送

り込んでいくのか」ということが

ありました。 

めまぐるしく変化する世の中

で、１０年後に何を教えるのかを

考え、つくっていくのはとても難

しいことでした。 

「どうなるかわからない世の

中に子どもたちを送り込む。その

時に、何が原理・原則になってい

くのだろう」と。 

例えば、英語や国語、社会が得

意だからというだけで、その子た

ちはやっていけるのかという話

なのです。 

今の社会を見てもらえばわか

ると思いますが、これまで以上に

規範意識が問われてくるでしょ

う。さらに、これからの子どもた

ちに必要になってくることは、

「主体的かつ協働的に問題を発

見し、解決できる」ことです。改

訂の学習指導要領の大きなねら

いでもあります。詳細は総則に書

いていますので是非お読みくだ

さい。大事なことがたくさん書か

れています。 

セルフ・コントロール 

自立と社会参加のためには、規

範意識とセルフ・コントロールを

身につけることが重要です。 

４つの自立の中で共通するの

は何かといったら、最終的には

「セルフ・コントロール」なので

す。犯罪学でいう「セルフ・コン

トロール」は、「正しい言葉を使

える」「場に合った言葉が使える、

態度がとれる」「規範が守れる」

「行動をコントロールできる」な

ども含まれ、感情のコントロール
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だけでなく発達のすべてをマネ

ージすることです。 

 では、セルフ・コントロールは

どうやってつければよいのでし

ょう。土台は忍耐です。「我慢強

い」というのは、持って生まれた

人もいますが、「我慢強さ」は訓

練でも身につきます。小さいうち

から我慢するという訓練を受け

ていないのに、大人になってから

「我慢しましょう」というのは厳

しいことです。 

 何でも我慢するというのでは

なく、ＴＰＯに応じて我慢しなけ

ればならない場面では我慢する

というように、小さいうちからど

のように忍耐を教えていくかを

考えていく必要があります。 

セルフ・コントロールを 
効果的に養うために 

 負の経験や偏った認知で誤っ

た学習を繰り返すことで「思考の

偏り」が起こります。 
 
●全か無かというような完全思考 

●失敗経験からいつもうまくい

かないと思いこむような思考 

●物事を過度に否定的にとらえ

てしまう破局的思考 

●物事を大したことはない等低

く見積もる最小化の思考 

●未来を否定的にとらえる予言

的な思考 

●物事の肯定的な側面を無視する思考 

●ルールを固定化する思考 

●ネガティブな出来事などを自

分のせいにする思考 
 
 セルフ・コントロールを効果的

に養うためには、まず、「思考の

偏り（バイアス）」の修正が必須

になってきます。 

しつけや教育に迷った時には 

「今の自分のしつけはどうな

んだろうか？」「今の自分の教育

はどうなんだろうか？」と迷った

ら、今の自分の指導は、どの自立

を目指していたのかを考えると

いいです。 

あるいは、子どもの問題行動を

ご覧になった時に、「この問題行

動は、なぜダメなのだろう。この

自立にふれるからだ」と考えると、

指導しやすくなります。 

大事なのは、障害を含めた生得

的な要因や貧困や虐待などの環

境的要因とその子の問題行動を

一緒にしないことです。「あの子

は貧困だから仕方がない」「あの

子は発達障害だから仕方がない」

ということはないのです。たとえ、

障害特性からくる問題行動であ

ったとしても、それがその子の自

立や社会参加を阻むかもしれな

いと思えば、指導しなくてはなり

ません。 

障害があろうがなかろうが、貧

困であろうがなかろうが、何を指

導するかは変わらないのです。 

しかし、どう指導するかは、

個々の子どもによって異なりま

す。脳の特性や環境的な要因によ

っても変わってくるでしょう。 

「何を指導するか」「どう指導

するか」が混乱していると、どう

しても指導ターゲットが丌鮮明

になりやすいといえます。 

自己効力感 

 自己効力感は「やったらできる」

「努力したら成果を変えること

ができる」と自分を信じられる力

のことです。「やったらできる」

という自己効力感がある子ども

は自己肯定感も上がっていきます。 

最近の子どもたちに共通する

のは、自己効力感が低い子どもが

たくさんいるということです。 

セルフ・コントロールや我慢す

ることなど、すべての指導におい

て、子どもに自己効力感がなけれ

ば入っていきません。「やればで

きる」と思わない子に、「やれば

できる」といくら言っても、本人

がそう思っていないのですから

できるわけがないのです。 

それだけに、小さい頃からいか

に自己効力感をつけていくかが

重要になります。自己効力感は達

成感の積み重ねでできるものです。 

例えば、逆上がりができるよう

に一生懸命練習します。何度やっ

てもできなかったのが、偶然でき

た時に、先生から「よくできたね」

と言われても、内心は「たまたま

だよ・・・」と思うわけです。そ

れが何度も何度もできるように

なり、コツがつかめたら、「いけ

るかな・・・」と思います。この

ように、達成感を積み重ねていく

ことで自己効力感は養われてい

きます。小さいうちは未経験のこ

とが多いので、達成感を積み重ね

やすいのです。学校という場も同

様です。 

達成感というのは、「やったら

できた」です。「やったらできた」

という経験をたくさん積み重ね

ると、「やったらできるかも」に

なります。達成感を積み重ねて、

子どもに自己効力感をつけてい

きたいものです。 

非行や反社会行動のリスク要因 

犯罪学では、リスク要因を下げ

て保護要因を強化することが逸

脱からの回復や逸脱予防に必須

です。子どもたちの問題をリスク

から理解することです。欧米では、

リスクは教育的ニーズの裏返し

とも言われています。 

 ポイントは、リスク要因と保護

要因の二つで考えることです。 

 一般的に、リスク要因は、反社

会的行動や非行を働く可能性が

増すものを言います。 

保護要因は、リスク要因による

被害の効果を減尐させるものです。 

 リスク要因、保護要因には、本

人・家族・学校・地域・所属する

集団の仲間の５領域あります。 

 家庭のリスク要因の中では、一

貫性のないしつけ、過剰なしつけ、

家庭内環境などの問題がありま

すが、家族の問題は、家族だけで

も解決しづらいですし、まして、

学校、地域などが介入することも

難しいです。保護者ができること

を考えると、一番介入しやすいの
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は「しつけ」です。父親と母親の

言うことがずれていたら、一貫性

のあるしつけはできません。その

ずれが起こらないように定義づ

けすることが大事になります。躾

の目的を細分化して考えるのが

一つの解決策になるかもしれま

せん。 

 学校のリスク要因には変えら

れるものが多くあります。 

 学業成績が低い、学校に対して

の否定的な態度、学校のまとまり

が悪い、教員による否定的なラベ

リング、学校に行くことに価値を

見出せない、仲間からの疎外など

は全部リスクです。 

学校での失敗は、リスクが強固

になり、丌適応を起こしやすくな

ります。なぜならば、学校でこう

いったことが起きると、子どもは

学校に行けなくなることもあり

ますから、今度は他の部分のリス

クが高まります。ということは、

いかに学校でのリスク要因を尐

しでも減らしていけるかが重要

になってきます。 

例えば、しりとりができない子

がいた時に、なぜできないのかを

分析しないまま、「～ちゃん、し

りとり嫌いなのかな」「ちょっと

様子をみようかな」ということが

よくあります。しかし、「嫌い」

には必ず理由があるので、専門家

である教師はそこを分析してほ

しいです。 

保護要因は、セルフ・コントロ

ール、自己効力感、社会性、問題

解決スキル、我慢強さなどです。 

保護要因の中で上げやすいの

は自己効力感です。子どもが「や

ったらできる」と思えば、我慢す

る力もつき、将来を期待しようと

思えてくることにもなります。そ

して、セルフ・コントロールもつ

きます。 

家族の中の保護要因は、良好な

子育てとか色々とありますが、学

校の中の保護要因で一番影響度

があるのは、「支持的な大人の存

在」と言えます。「支持的な大人」

は、その子のモデルになるような

大人。つまり、良いことは良い、

ダメなことはダメとちゃんと指

導して、規範がしっかりしていて、

かつ、その子のことをあきらめな

い大人のことです。見捨てないと

いうのが大きなポイントです。 

リスク要因と保護要因の考え

方は、リスクがあるからダメ、な

いからいい、保護要因があるから

いい、ないからダメ、というもの

ではありません。 

リスク要因、保護要因的にみる

ことは、子どもの自立・社会参加

に直結していきます。大事なこと

は、リスク要因を尐しでも下げ、

保護要因を尐しでも上げていく

ことなのです。 

個々の子どもの学習スタイル
の多様性を知る 

私たちが知らなければいけな

いのは、人によって学習のスタイ

ルが違うということです。学習の

スタイルとはその人によって一

番効率的な情報の入れ方、という

意味です。学習のスタイルを考え

る際、大事にしなければいけない

ことが二つあります。 

一つは、「障害観を変えること」

です。適切な指導を行えば確実に

子どもは変わるのです。発達障害

の子どもの状態像を変えて、社会

適応させるのは、医療や心理の仕

事ではなく、しつけであり教育の

仕事です。ニーズを踏まえてやれ

ば状態像は変わります。 

もう一つは、「教育のしかた」

です。自分が学んだように、理解

したように教えても、子どもに入

る場合と入らない場合がありま

す。「あの子のやる気がない」と

いう理解だけでなく、その子の脳

の特性に応じて教えなければな

らない場合もあると認識しなけ

ればなりません。その子の脳の特

性に応じた指導もあるのです。脳

の階層性や発達の特性も踏まえ

ないと指導の効果が上がらない

ことも多いのです。 
 

【脳の階層性や発達の特性も踏まえた指導】 

① 学習スタイルはどうか 

② 目で空間をとらえる力はどうか 

③ 見え方・聞こえ方はどうか 

④ 体は使えるか（粗大運動・強

調運動・巧緻性） 

⑤ 聞いたことを理解する力（聴

覚的認知）はどうか 

⑥ 見たことを理解する力（視覚

的認知）はどうか 

⑦ 注意力・集中力・多様性・衝

動性はどうか 

⑧ 日本語を理解する力（音韻・

文法・語用・意味）はどうか 

など 

これから問われてくるのは 

 全国各地で講演や授業をして

います。子どもたちに向けて話す

機会も多いのですが、いつも言う

ことがあります。それは、「大事

なことは他人の権利を侵害する

ことなく、自分自身が自由で幸せ

に生きることを目指す」というこ

とです。幸せの尺度は人によって

変わるので、他人と比較しての幸

せではなく、自分自身が何を幸せ

と思うか、そして他人の幸せをど

うやって考えていくかというこ

とです。 

 今の自分に気づき、「自分の価

値観はどうなのか」「自分は何を

目指したいのか」など、感情を言

葉にできることが大切です。誰か

と、何かと比較するのではなく、

規範を守りつつ自分自身にとっ

ての幸せは何かという考えをも

っていないと、社会が変化したと

きに混乱してしまうのではない

かと心配しています。 

私は、いつも子どもたちには自

分の自由と幸せを考えてもらい

たいと願っています。ただし、大

事なことは自分だけが幸せなら

いいというわけではないこと。自

分も自由で幸せだけど、他者の自

由と幸せも守られている。そうい

う方向を目指してほしいと思っ

ています。  

【研究研修担当】 
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 平成 29 年度は、第 46 回を迎え

ます。小・中学校の先生方が中心

となって運営し、各学校をとおし

て作品を募集します。茅ヶ崎市在

住、在学であれば、私立の小・中

学校に通う児童・生徒の作品も受

け付けています。 

 作品展の開催日時・会場 

 9 月 8 日（金）・9 日（土）・

10 日（日）の 3 日間 

いずれも 9 時から 17 時まで 

 茅ヶ崎市青尐年会館 

（十間坂三丁目５番３７号；梅田中学校前） 

作品展には２部門あります。 

 創意工夫作品部門 

普段の遊びや生活の中から、こ

んなものがあったらいいなあと

思うことを工夫して作り出した

もの。 

 研究作品部門 

理科的な内容や社会科的な内

容など、観察や実験、調査したも

のをまとめたもの。 

 作 品 応 募 の 手 順 

①  夏季休業を利用して創意工

夫作品を製作、または自由に

課題を選び研究します。 

②  作品は各学校の担任の先生

に出品します。茅ヶ崎市在住、

在学で私立の小・中学校に通

う児童・生徒の皆さんは、直

接教育センターに出品します。 

③  各学校と教育センターで事

前選考があり、事前選考で選

ばれた作品が、作品展に出品

されます。 
詳しくは、７月上旬に市ホームペ
ージで紹介します。 

 
 
 
 

平成 28 年度の第 45 回作品展

にも素敵な作品が集いました。 
 

 「情熱・疑問・好奇心！生み出
そうこころのそうぞうタマゴ
～想像と創造のこころ」 

 第 45 回作品展テーマは、“情

熱・疑問・好奇心！生み出そうこ

ころのそうぞうタマゴ 想像と

創造のこころ”。 

出品作品数は、各学校から選ば

れた創意工夫作品部門255作品、

研究作品部門 279作品、合計 534

作品でした。作品展審査会で、

金・銀・銅・努力賞を選考し、展

示しました。 

作品展は、平成 28 年 9 月 9 日

（金）から 11 日（日）の 3 日間、

市青尐年会館で開催されました。

3 日間でご来場された方々は合

計 2,862 名ととても多くの方々

にお越しいただきました。 

展示されたお子さんの作品を

家族で見に来られた方々、友だち

の作品を見に来た子どもたち、来

年の参考にと見に来られた保護

者の方々などで、会場は大変にぎ

わいました。お孫さんの作品を見

に来られた祖父母の方々が、お孫

さんの頑張りにほほえんでいら

っしゃるお姿が印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

＜平成 28 年度作品展の様子＞ 

 創意工夫作品部門優秀作品が 

「第 75回神奈川県青少年 

創意くふう展覧会」へ 

 創意工夫作品部門優秀 27作品

が、第 75 回神奈川県青少年創意

くふう展覧会（主催：神奈川県／

一般社団法人神奈川県発明協会）

に出品され、結果は次の通りでし

た。今年度は、特別賞に 1 作品、

優良賞に 8 作品が選ばれ、例年

以上の好成績を収めました。 

 

【テレビ神奈川 賞】 

「お兄ちゃんの 

シューズクリーナー」 

松浪小学校 ６年 齋藤 桃花さん 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】 

「くらげしゃらしゃらがさ」 

松浪小学校 1 年 大久保竜翔さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】 

「ありん子メット」 

鶴が台小学校 ３年 丸山飛燕さん 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ つ の 部 門 

茅ヶ崎市小学校中学校 創意工夫・研究作品展のお知らせ 

New!!  平成２９年度 

第４６回 作品展のご案内 
平成２８年度 

第４５回 作品展の様子 
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【優良賞】 

「クレーンゲーム」 

円蔵小学校 ２年 今井 遥さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】 

「サッとかんたんかさケース」 

円蔵小学校３年 新門 蓮さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】 

「くつ下べら」 

緑が浜小学校 ３年 種村 聡さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】 

「重さでわかる 10 円玉用 

ちょ金箱」 

松林小学校 ４年  赤澤凌久さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】  

「どこでもピタッとオセロ」 

～うちゅうでもできるよ～ 

東海岸小学校５年 石井香帆さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優良賞】  

「エコカッター」 

第一中学校 ２年 塩飽直史さん 

 

 

 

 

 

 

【努力賞】 18 作品（18 名） 

 

 創意工夫作品部門優秀作品が 

「第 75回全日本学生児童発明

くふう展」へ 

 第 75回神奈川県青少年創意く

ふう展覧会で特別賞を受賞した

1 作品は、第 75回全日本学生児

童発明くふう展（主催：公益社団

法人発明協会）に出品されました。 

 

 研究作品部門優秀作品が 

「第 34回全国小・中学生作品 

コンクール」へ 

 研究作品部門優秀 26 作品は、

第 34 回全国小・中学生作品コン

クール（主催子どもの文化・教育

研究所）に出品され、次のとおり

好成績を収めました。 

 

 

【理科部門：全国小学校理科研究

協議会会長賞】 

「りんごはなぜ変色するのか、変

色したりんごは元に戻るのか」 

松浪小学校 ５年 小松寧々さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理科部門：全国中学校理科研究

協議会会長賞】 

「マヨネーズの乳化について」 

中島中学校 1 年 竹山 輝さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優秀賞】 

「トンボ(アキアカネ)の飛ぶ力

調査」 

鶴嶺中学校 1 年 安齋晴太さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究研修担当】
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生活する中で、友だちとの関係

に悩んだり、自分に対して否定的

な感情を抱いたりすることは、誰

にでもあることです。でも、その

時はとても苦しく、自分を見失い

そうになることもあります。 

決して一人で悩まないでくだ

さい。本センターの青尐年教育相

談室では、お子さん自身の悩み、

保護者の方々の悩みに寄り添い、

お力になりたいと思います。 

各種相談を電話・面接（来所）

で行っています。相談の秘密は守

ります。お気軽にご相談ください。 

 面接は各相談電話で予約して

ください。 

 

 電話相談・面接予約 

 月曜日から金曜日 

（休日及び年末・年始を除く）  

 昼間：9 時から 17 時 

各電話で受け付けます。  

 夕方：17 時から 18 時 

電話：0467-86-9963 で受け

付けます。  

 

 相談スタッフ 

青尐年教育相談員 

（臨床心理士・教職経験者等） 

 

 相談の方法と内容 

    
１ 電話相談 

【一般教育相談・青少年相談】 

電話：0467-86-9963・9964 

 勉強や進路のこと、親子関係、

非行や将来への丌安などの悩み。 

【「こころ」の電話相談】 

電話：0467-57-1230 

学校に行きたくても、行くこと

ができない。すぐにいらいらした

り、落ち込んだりする。お子さん

の丌登校などにどう対処したら

よいかという悩み。 

【「いじめ」電話相談】 

電話：0467-82-7868 

 「いじめ」の場面を見たり聞い

たりした。「いじめ」への対処を

どのようにしたらよいかなどの

悩み。 

【特別支援電話相談】 

電話 0467-86-1062 

お子さんに友だちができない、

落ち着きがない、学習のつまずき

があるなどの悩み。 
 

２ 面接相談 

電話 0467-86-9963・9964 

（予約制） 

いじめ・丌登校など、電話では

相談しきれない内容やじっくり

時間をかけて相談したい内容に

ついて、専門の心理相談員が、問

題解決に向けて一緒に考えます。

継続的な相談に応じています。電

話で予約をしてください。 
 

３ 小・中学校要請教育相談 

「２面接相談」を受けている

小・中学生を対象として、保護者

の要請により、専門の心理相談員

が学校を訪問します。子どもの様

子を把握し、学校の先生も交えて

相談を行います。 

 

 不登校児童・生徒訪問相談 

丌登校あるいは丌登校傾向に

ある小・中学生のご家庭に、お兄

さんやお姉さんのような年代の

訪問相談員が訪問し、相談を行っ

ています。相談員が気軽な話し相

手、相談相手となり、子どもの生

活状況の改善を目指し支援をし

ています。 

 

 あすなろ教室入室のご案内 

 学校に行きたくても行かれな

い小・中学生の皆さんが、心を休

め、自分らしさを大切にしながら

活動する場所です。お子さんが学

校に戻って楽しい学校生活が送

れるようにお手伝いします。 

 通室生は、自分らしさを大切に

してゆっくりと自分の生活を作

り上げながら、集団生活に対する

自信を深めることを目指して活

動しています。 

 一人ひとりが課題を決めて自

分のペースで学習を進めるだけ

でなく、集団でのゲームや体験学

習といった興味ある楽しい活動

を通して視野を広げ、人間関係を

作り上げる力を養っていきます。 

 

＜あすなろ教室の活動の１コマ＞ 

 各小・中学校の 

   心の教育相談室 

名称は様々ですが、各小・中学

校に子どもたちが自由に利用で

きるホッとできる空間（部屋）が

あります。そこに、心の教育相談

員がいて子どもたちの話し相手

や、ちょっとした相談を受けてい

ます。子どもたちの悩みやストレ

スを早期に発見・対応し、安心で

きる過ごしやすい学校生活を提

供できるように努めています。 

また、月に数回、スクールカウ

ンセラーという心理の専門家が

勤務します。子育てや教育に関す

る相談を受けています。相談希望

のある保護者の方は、学校にご相

談ください。 

【青尐年教育相談担当】 

 
編集担当／茅ヶ崎市教育センター 
 研究研修担当（市青少年会館３階） 

☎0467－86－9965 
 青少年教育相談担当（同館２階） 

☎0467－86－9963 
茅ヶ崎市十間坂三丁目 5番 37号 
URL http://www.city.chigasaki. 
kanagawa.jp/kyouiku/1005049/index.html 

 

一人で悩まないで 相談してみよう 
青少年教育相談室から 


